
協議第１２号  
 
消防、防災事業の取扱いについて  
 

消防、防災事業の取扱いについて、次のとおり提案する。  
 
１ 消防事業  
（１） 消防組織については、合併時に再編する。  
（２） 合併後、速やかに消防力整備に関する計画を策定する。  
（３） 消防本部は、深谷市・岡部町共同事務組合において現在建

設中の消防庁舎に置くものとする。  
（４） 消防団組織は、合併時に統合する。分団は、現体制（分団

数、団員数、団員）のまま新市に引き継ぐものとする。  
 
２ 防災事業  
（１） 地域防災計画については、合併後２年を目途に策定する。

それまでの間は、旧市町の計画により運用する。  
（２） 防災会議については、合併時に再編する。  
（３） 災害対策本部については、合併時に再編する。  
（４） 防災行政無線については、合併後３年を目途に総合的な見

直しを行い、その後、段階的に再編する。それまでの間は、

現行のとおりとする。  
（５） 防災倉庫については、合併後２年を目途に再編する。それ

までの間は、現行のとおりとする。災害時備蓄品については、

新市に引き継ぐものとする。  
（６） 防災訓練については、合併後１年を目途に再編する。  

 
平成１７年１月１２日提出  

 
深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会     
会 長 深谷市長 新 井 家 光   

－ ５１ － 

 



深谷地区消防本部 寄居地区消防本部
消防長  消防長  １人
次長    
参事    
総務課（庶務係・人事研修係・経理係） 総務課（庶務係・経理係） ７人
予防課（予防係・指導係） 予防課（予防係・危険物係） ５人

警防課（警防企画係・救急防災係） 警防課（警防係・機械係） ４人

指令課（第１指令係・第２指令係） 通信指令課（通信第１係・通信第２係・通信第３係） １０人
庁舎建設準備室       

小計 小計 ２７人

深谷消防署 寄居消防署
（署長）･･･（参事が兼務） 署長 １人
第1中隊（小隊・救助隊・救急隊） 第1係（警防係・救助係・救急係） １９人
第2中隊（小隊・救助隊・救急隊） 第2係（警防係・救助係・救急係） ２０人
藤沢分署（第１小隊・第２小隊） 東分署（川本町・・・第１係・第２係） １２人
豊里分署（第１小隊・第２小隊） 西分署（寄居町・・・第１係・第２係） １２人
岡部分署（第１小隊・第２小隊）
上柴分署（第１小隊・第２小隊） 　　　　　

小計 小計 ６４人

合計 合計 ９１人

１８人

深谷市・岡部町共同事務組合

①　一般職

４人

８人

１１人

３６人

１７人
１６人

１３８人

１７人

総務部会

消防組合分科会

現　　　　　　　　　況

１　消防事業
　（１）　消防組織については、合併時に再編する。
　（２）　合併後、速やかに消防力整備に関する計画を策定する。
　（３）　消防本部は、深谷市・岡部町共同事務組合において現在建設中の消防庁舎に置くものとする。
　（４）　消防団組織は、合併時に統合する。分団は、現体制（分団数、団員数、団員）のまま新市に引き継ぐものとする。

具体的調整方針

３人

１７人

１０２人

１
消防組織
・機構に
関するこ
と

専門部会
消防組織・機構に関すること
消防団の組織等に関すること

関係項目

１人
１人

川本町・花園町の消防に関する部分

分 科 会

１７人

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

調整方針

　２２－６
　消防、防災事業の取扱い

・消防組織につい
ては、合併時に再
編する。

・合併後、速やか
に消防力整備に関
する計画を策定す
る。

・消防本部は、深
谷市・岡部町共同
事務組合において
現在建設中の消防
庁舎に置くものと
する。

１人

事務事業名

1／9

７人

協定項目

－
 
５
２
 
－
 

 



　
　

②　消防車等の配置状況（単位：台） ②　消防車等の配置状況（単位：台）

救急車 ﾀﾝｸ車 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 水槽車 救助車 梯子車 化学車 救急車 ﾀﾝｸ車 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 水槽車 救助車 梯子車 化学車

本署 1 1 1 2 1 1 本署 3 1 1 1 1 1
藤沢 1 1 東 1 1
豊里 1 1 西 1 1
岡部 1 1 1 合計 3 3 2 1 1 1 1
上柴 1 1 1
合計 5 5 1 2 2 2

①　消防団組織 ①　消防団組織
深谷消防団（深谷市全域）　　　　  　１９０人 川本消防団（川本町全域）　　　　　　　６２人

＊団員は各団により定数に差がある

岡部消防団（岡部町全域）　　　　　　　６２人 花園消防団（花園町全域）　　　　　　　６５人

 

(参考)寄居消防団（寄居町全域）　　　１５７人

班　　長 (1･3･4･6･7分団各2人)(2分団3人)(5分団4人)計17人
団　　員 １２３人

副分団長 　１人×７分団＝７人
部　　長

分 団 数 第１分団 ～ 第７分団
分 団 長 　１人×７分団＝７人

団　　員 ４５人

団 本 部 　団長１人　　副団長２人

部　　長 　（１分団３人）（２分団２人）計５人
班　　長 　（１分団６人）（２分団３人）計９人

分 団 長 　１人×２分団＝２人
副分団長 　１人×２分団＝２人

団 本 部 　団長１人　　副団長１人
分 団 数 第１分団 ～ 第２分団

４８人

第１分団 ～ 第１２分団
　１人×１２分団＝１２人

・消防団組織は、合
併時に統合する。分
団は、現体制（分団
数、団員数、団員）
のまま新市に引き継
ぐものとする。

　２人×１２分団＝２４人 部　　長 　２人×２分団＝　４人
班　　長 　２人×２分団＝　４人

  寄居消防団（寄居町全域）、花園消防団（花園町全域）、川本消防団（川本
町全域）で寄居地区連合消防団を組織している。

①

団　　員

分 団 長

２
消防団の組織
等に関するこ
と

班　　長
副分団長

分 団 数
　１人×２分団＝　２人

　１人×１２分団＝１２人 副分団長

班　　長 　２人×　４分団＝　８人

　　　　　　　　１３９人団　　員

　１人×２分団＝　２人
分 団 長

第１分団 ～ 第４分団

団　　員 １１人×　４分団＝４４人

深谷市・岡部町共同事務組合

副分団長 　１人×　４分団＝　４人

団 本 部
分 団 数

　団長１人　　副団長１人

分 団 長 　１人×　４分団＝　４人

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料
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具体的調整方針

団 本 部

現　　　　　　　　　況

事務事業名

  深谷消防団（深谷市全域）と岡部消防団（岡部町全域）で深谷地区連合消
防団を組織している。

１
消防組織・機
構に関するこ
と

　団長１人　　副団長２人
第１分団 ～ 第２分団

川本町・花園町の消防に関する部分

　団長１人　　副団長１人団 本 部
分 団 数

－
 
５
３
 
－
 

 



②　消防団の人事 ②　消防団の人事

③　消防団の報酬及び費用弁償 ③　消防団の報酬及び費用弁償
・報酬(年額）

現　　　　　　　　　況
具体的調整方針

事務事業名 深谷市・岡部町共同事務組合 川本町・花園町の消防に関する部分

深谷消防団長は、深谷消防団の推薦に基づき、管理者
（深谷市長）が任命し、他の消防団員は管理者の承認を
得て消防団長が任命する。
岡部消防団長は、岡部消防団の推薦に基づき、副管理者
（岡部町長）が任命し、他の消防団員は副管理者の承認
を得て消防団長が任命する。

※前期、後期に分けて支給

部　　長 　６３，０００　円
班　　長 　５１，０００　円団　　員 　４３，０００　円
団　　員 　４８，０００　円

　４８，０００　円
　８０，０００　円

副分団長

副分団長

川本消防団長は、川本消防団の推薦に基づき、副管理者
（川本町長）が任命し、他の消防団員は副管理者の承認
を得て消防団長が任命する。
花園消防団長は、花園消防団の推薦に基づき、副管理者
（花園町長）が任命し、他の消防団員は副管理者の承認
を得て消防団長が任命する。

分 団 長 　８９，０００　円

団    長 １５３，０００　円
・報酬(年額）

副分団長
分 団 長 　９５，０００　円

団　　長 １６０，０００　円
１２０，０００　円

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

　火災、警戒、訓練出動　　１人１６，３００円 　出動、技術、訓練等出動　  １人１０，０００円

１１８，０００　円
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・費用弁償（年額） ・費用弁償（年額）

班　　長
副分団長 　７４，０００　円

－
 
５
４
 
－
 

 



　地域防災計画 　地域防災計画 　地域防災計画 　地域防災計画

（平成１０年改正） （平成１５年改正） （平成１２年改正） （平成７年改正）

・震災編 ・一般災害対策計画編 ・一般災害対策計画編 ・一般災害対策計画編

・風水害等編 ・震災対策計画編 ・震災対策計画編 ・震災対策計画編
・災害復旧計画編

・設置 　　有 ・設置 　　 有 ・設置          有 ・設置          有

・委員定数 ４０名以内 ・委員定数  ２２名 ・委員定数　３１名 ・委員定数　１８名

・設置基準     有 ・設置基準　　  有 ・設置基準　　  有

・閉鎖基準     有 ・閉鎖基準　　  有 ・閉鎖基準　　  有

・設置場所 深谷市役所 ・設置場所　岡部町役場 ・設置場所  川本町役場 ・設置場所  花園町役場

地域防災計画に関すること
防災会議に関すること
災害対策本部に関すること
防災行政無線に関すること
防災倉庫及び災害時備蓄品に関すること
防災訓練に関すること

川本町 花園町

現　　　　　　　　　況
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深谷市

・閉鎖基準　　  有

分 科 会
関係項目

 ２２－６
 消防、防災事業の取扱い

・地域防災計画について
は、合併後２年を目途に
策定する。それまでの間
は、旧市町の計画により
運用する。

・防災会議については、
合併時に再編する。

・災害対策本部について
は、合併時に再編する。

岡部町

１
地域防災計
画に関する
こと

２
防災会議に
関すること

・設置基準　　  有
３
災害対策本
部に関する
こと

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

事務事業名

専門部会

具体的調整方針

総務部会

総務分科会

協定項目

２　防災事業
　（１）　地域防災計画については、合併後２年を目途に策定する。それまでの間は、旧市町の計画により運用する。
　（２）　防災会議については、合併時に再編する。
　（３）　災害対策本部については、合併時に再編する。
　（４）　防災行政無線については、合併後３年を目途に総合的な見直しを行い、その後、段階的に再編する。それま
　　　　での間は、現行のとおりとする。
　（５）　防災倉庫については、合併後２年を目途に再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。災害時備蓄品
　　　　については、新市に引き継ぐものとする。
　（６）　防災訓練については、合併後１年を目途に再編する。

調整方針

－
 
５
５
 
－
 

 



　
　

○設置状況 ○設置状況 ○設置状況 ○設置状況
・導入年月　 ・導入年月　 ・導入年月　 ・導入年月　
　昭和６１年３月 　昭和５３年４月 　昭和５４年 　昭和６２年
・無線機器 ・無線機器 ・無線機器 ・無線機器
　東芝製 　松下通信工業製 　沖電気工業製 　三菱電機工業製
　 ＜固定系＞ 　 ＜固定系＞ 　 ＜固定系＞ 　 ＜固定系＞
・周波数（Ｆ３Ｅ） 周波数（Ｆ３Ｅ） 周波数（Ｆ３Ｅ） 周波数（Ｆ３Ｅ）
　６９．４５ＭＨＺ 　６８．２２ＭＨＺ 　　６９．１６５ＭＨＺ 　６８．５８ＭＨＺ
   １Ｗ    １Ｗ    ０．５Ｗ    １Ｗ
・固定系親局　 ・固定系親局　 ・固定系親局　 ・固定系親局　
深谷市役所　　　 岡部町役場　　 川本町役場　　 花園町役場　　
・遠隔制御器 ・遠隔制御器 ・遠隔制御器 ・遠隔制御器
　深谷地区消防本部 　岡部町役場宿直室 　寄居地区消防本部 　　寄居地区消防本部

    花園町農業協同組合
・固定子局 ・固定子局 ・固定子局 ・固定子局
　１５１基 　２８基 　２５基 　３１基
・戸別受信器 ・戸別受信器 ・戸別受信器
　１５１基 　２５６基 　４５基
　 ＜移動系＞ 　 ＜移動系＞ 　 ＜移動系＞ 　 ＜移動系＞
・端末制御器 ・該当なし ・端末制御器 ・端末制御器
　８台 　１台 　３台
・車載型無線機 ・車載型無線機 ・車載型無線機
　１２台 　５台 　５台
・携帯型無線機 ・携帯型無線機 ・携帯型無線機
　　２１台 　　４台 　　４台

○備蓄状況 ○備蓄状況 ○備蓄状況 ○備蓄状況

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

５
防災倉庫・災
害時備蓄品に
関すること

４
防災行政無線
に関すること

事務事業名 深谷市 岡部町 川本町

・災害資機材を含めた
備蓄品は、市内庫に分
散備蓄してある。

・災害資機材を含めた
備蓄品は、防災倉庫１
箇所に備蓄してある。
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・防災行政無線については、
合併後３年を目途に総合的な
見直しを行い、その後、段階
的に再編する。それまでの間
は、現行のとおりとする。

・防災倉庫については、合併
後２年を目途に再編する。そ
れまでの間は、現行のとおり
とする。災害時備蓄品につい
ては、新市に引き継ぐものと
する。

具体的調整方針

・災害資機材を含めた
備蓄品は、庁舎倉庫に
備蓄してある。

現　　　　　　　　　況

・災害資機材を含めた
備蓄品は、庁舎倉庫に
備蓄してある。

花園町

－
 
５
６
 
－
 

 



　
　

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料
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・川本町、花園町、寄
居町の３町持ち回りで
実施

事務事業名 深谷市 川本町岡部町

・平成７年度から防災
フェア実施
・平成１４年度から総
合防災訓練実施

・平成７年度から実施 ・防災訓練については、合併
後１年を目途に再編する。

具体的調整方針

６
防災訓練に関
すること

・川本町、花園町、寄
居町の３町持ち回りで
実施

花園町

現　　　　　　　　　況

－
 
５
７
 
－
 

 



 

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料 

７／９ 

関 係 法 令 等 抜 粋 

 

【消防組織法】 

 

第６条 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。 

 

第７条 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。 

 

第８条 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。 

 

第９条 市町村は、その消防事務を処理するため、左に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 

（１） 消防本部 

（２） 消防署 

（３） 消防団 

 

第１０条 政令で定める市町村は、前条の規定にかかわらず、消防本部及び消防署を置かなければならない。 

 

第１１条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 

２ 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。 

 

第１２条 消防本部及び消防署に消防職員を置く。 

２ 消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。 

 

第１３条 消防本部の長は、消防長とする。 

２ 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。 

 

第１４条 消防署の長は、消防署長とする。 

２ 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。 
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第１５条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。 

２ 消防団の組織は、市町村の規則で定める。 

３ 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令がある

ときは、その区域外においても行動することができる。 

 

第１５条の２ 消防団に消防団員を置く。 

２ 消防団員の定員は、条例で定める。 

 

第１５条の３ 消防団の長は、消防団長とする。 

２ 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。 

 

第１５条の４ 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 

 

第１５条の５ 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命

する。 

 

第１５条の６ 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤

の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。 

２ 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。 
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【災害対策基本法】 

 

（市町村防災会議） 

第１６条  市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画の作成及びその実施の推進のため、市町村防災会議を置く。 

２～６省略  

  

（災害対策本部）  

第２３条  都道府県又は市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があ

ると認めるときは、都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部を設置

することができる。 

２～７省略 

 

（市町村地域防災計画） 

第４２条  市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。）は、防災基

本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道

府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。 

２  市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事 

務又は業務の大綱 

（２） 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害

に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

（３） 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通 

信等に関する計画 

（４） 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と認める事項 

３～５省略 
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